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【28】職域における自費 PCR検査の在り方 

 

経営者・総務人事担当者のみなさま、全国的に感染者数が増えてくる中で、身近に感染者

や濃厚接触者が発生したときに、「自費でも社内で PCR検査を受けさせたほうが良いのでは

ないか」と思われる方もいるかもしれません。どのように考えればよいのでしょうか。 

 

1. 課題の背景： 

派遣会社の社員に対して新型コロナウイルス感染の陰性証明を求めたり、電力会社が他県

からの作業員に対して PCR検査の提出を求めるなどの動きがみられます。けれども、「PCR

検査の結果が陰性」であることは、「新型コロナウイルスに感染していない」ことを示すも

のではありません。また、陰性であれば問題はないと考えて、感染対策不十分なまま人と接

触をしてしまう、リスクの高い場所に出かけてしまうといったことがないようにしなけれ

ばなりません。 

 

２．企業でできる対策 

○ 検査の意味について理解する 

〇 企業が検査を行う場合、従業員の自由意思に基づいて受けてもらう 

〇 具合の悪い従業員への対応を行う際、安易に陰性証明を求めない 

 

 

１）検査の意味について理解する 

PCR 検査、抗原検査はそこにウイルスの遺伝子やたんぱく質が存在することを調べるもの

です。検査で陰性だったのは、「見つけられなかった」可能性もあり、感染を否定すること

はできません。このため、濃厚接触者やそれに準ずる状況で、「PCRが陰性であれば自宅隔

離を解除してよい」という誤解を持たないようにすることも重要です。 

□検査で「感染していないこと」の証明はできないことを理解する 

□検査で陰性だったとしても、見逃されている可能性があるため、濃厚接触者の場合は 14

日間の自宅待機が求められている 

 

２）企業が検査を行う場合、従業員の自由意思に基づいて受けてもらう 

 プロスポーツや演劇、コンサートなど関係者のリスク低減や観客に安心感を与えたい、と

いう理由で検査を行うことや、接待を伴う飲食店などのハイリスク職場で定期的に検査を

行うことがあります。また、海外渡航において相手国から PCR検査を求められることもあり

ます。しかし、すべての企業で同様に行うことは適切ではありません。 

□検査結果は従業員の個人情報であり、検査を受けることや結果の提出を強制はできな

いことを理解する 

□一般の接客業においてはマスクの着用やレジ前のパーテーションの設置、お客様との

距離の確保、こまめな手洗いなどの感染予防対策の徹底で対応する 

 

 

３）具合の悪い従業員への対応を行う際、安易に陰性証明を求めない 

 具合の悪い従業員に対しては、陰性証明の提出を求めるのではなく、自宅待機や医療機関

への受診を勧めます。新型コロナウイルス感染症は、軽症の場合は発症から 8日後には感染

力が低下していると考えられます。その間、自宅待機してもらうことで職場にウイルスを持

ち込む可能性を低減できます。 

職場にウイルスが入り込んでいないか確認したい、と思うこともあるかもしれませんが、

そのために PCR 検査や抗原検査を自費で受けさせることは医療機関への負担を増加させ、



重症患者や新型コロナウイルス感染症以外の患者さんのための医療資源を奪うことになり

ます。 

また、定期的に PCR検査を実施している Jリーグで検査と検査の間に風邪症状を発症し、

PCR 陽性となったケースや、参加者全員に PCR陰性であることを条件づけていたにもかかわ

らずクラスターが発生したアメリカのサマーキャンプの事例など、PCR検査が陰性であった

としても感染を完全に予防できるものではなく、感染を拡大させないための対策が常に必

要です。 

□保健所で「濃厚接触者」に認定されなかったが、濃厚接触が疑われる人は 14日間自宅

で過ごす 

□発熱などで受診しても主治医から PCR検査を実施する指示がなかった場合は、発熱後 8

日以上かつ症状の消失後 3日が経過するまで自宅から出ないようにする 

□自宅待機で家庭内感染がおこらないように注意を呼び掛ける（部屋を分ける、マスクを

着用する、手洗い、換気、共用部分の消毒など：関連情報リンク３）参照）。 

 

３．関連情報リンク・参考情報： 

１）職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 

https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416 

 

２）【識者の眼】「労働者に対する新型コロナウイルスの PCR等の検査についての危惧」和

田耕治（日本医事新報社） 

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15107&fbclid=IwAR1bTuF9VfLo_

vCisu0xKAcxHh39mgfNqWGOetEjr7wRxFkWSq2NIYwyKBY 

 

３）家庭内でご注意いただきたいこと～8つのポイント～（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf 

 

文責：櫻木 園子（一般財団法人京都工場保健会） 

 

※本文章は、産業医有志グループ（今井・櫻木・田原・守田・五十嵐）で作成しました。厚

生労働省新型コロナウイルス対策本部クラスター対策班・和田耕治先生（国際医療福祉大

学・公衆衛生学教授）のサポートも受けております。 

 

今後も経営者・総務担当者向けに必要な感染拡大防止策情報を随時配信させて頂きます。本

情報は著作権フリーですので、ぜひお知り合いの経営者に拡散をお願いします。 

※本内容に関するご意見・ご要望は、covid-19@ohsupports.comまでお寄せください。 

※これまでに配信しましたバックナンバーは、http://www.oh-supports.com/corona.html

をご参照ください。 

https://video.yahoo.co.jp/c/17147/098fffedbd561f7bf85ee214b8f591ca329aa512 
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